
　参加要件等

　試行に関する事項

　基本的要件１）

２．参加資格

ｂ）

２）

　千葉国道事務所が管理する幹線共同溝の共同溝本体及び附帯設備（機械設備や電気設備
など）の点検マニュアル（案）の作成、効率的な維持管理を行うための手法の検討及び既
存資料を基に液状化対策の必要性の確認を行うものである。

・業務実績

分任支出負担行為担当官
関東地方整備局千葉国道事務所長　

（１）　業務名　　　Ｒ４千葉国道管内共同溝補修事業計画検討Ｈ４業務（電子入札対象案件）
（電子契約対象案件）
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　同種業務　　　： 共同溝の点検検討又は補修検討を行った業務

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

（３）　履行期間　　履行期間は、以下のとおり予定している。

簡易公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

　次のとおり技術提案書の提出を招請します。

１．業務概要

令和５年７月５日（水）

　類似業務　　　： ア）トンネルの点検検討又は補修検討を行った業務
イ）ボックスカルバートの点検検討又は補修検討を行った業務
上記、ア）又はイ）いづれかの履行実績を有すること

（４）　電子入札システム

（５）　その他

　本業務における参加要件等は以下のとおりである。
１）

令和５年９月（下旬）から令和６年３月（下旬）まで

（２）　業務内容

　関東地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けてい
る期間中でないこと。

（１）　技術提案書の提出者

　上記　ア）に掲げる条件を満たしている者により構成される設計共同体であっ
て、「競争参加者の資格に関する公示」（令和５年７月５日付け関東地方整備局
長）に示すところにより、関東地方整備局長からＲ４千葉国道管内共同溝補修事業
計画検討Ｈ４業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている
者であること。

　（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続
開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、関東地方整備局
長が別に定める手続きに基づく一般競争（指名競争）参加資格の再認定を受けて
いること。）

ｃ）

ｄ）

ｅ）

イ）

ア）　単体企業
ａ） 　予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規

定に該当しない者であること。

　業務説明書（共通事項）による。業務個別に適用される試行は無い。

　本業務は、資料提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入
札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り紙入札方式に代えること
ができる。

　警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものと
して、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者
でないこと。
　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開
始の申立てがなされている者（上記　ｂ）の再認定を受けた者を除く。）でない
こと。

　関東地方整備局（港湾空港関係を除く。）における令和５・６年度「土木関係
建設コンサルタント業務」に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けて
いること。

 設計共同体
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（１）配置予定技術者の経験及び能力

　技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。（業務説
明書（共通事項）参照）

（３）特定テーマに関する技術提案

５．手続等
（１）担当部局（説明書の交付場所、参加表明書の提出場所、技術提案書の提出場所）

 （３）当該業務の実施体制（再委託又は技術協力の予定を含む。）

（２）業務の実施方針、実施フロー、工程計画その他

〒２６３－００１６　千葉県千葉市稲毛区天台５－２７－１

　令和５年８月７日（月）１５時００分

　 電子入札システムにより交付する。但し、やむを得ない事由により、上記
交付方法による入手ができない入札参加希望者に対しては、電子メールにより
電子データの交付を行うので、上記（１）に電子メールにて依頼（受付期間は
交付期間と同じ）を行うこと。

提出方法： 　電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合は郵送
等により担当部局へ提出のこと。詳細は業務説明書による。

（４）技術提案書の提出期限等

継続教育取組実績、同種又は類似業務の実績、担当した業務の業務成績、優良表彰

業務の理解度、実施手順及び工程計画の妥当性、その他代替案や重要事項の指摘

４．技術提案書を特定するための評価基準

 （２）配置予定技術者の経験及び能力、手持ち業務の状況

３．技術提案書の提出者を選定するための基準
（１）参加表明者の経験及び能力

　　ＴＥＬ　０４３－２８７－０３１３
　電子メール　ktr-chiba-c@mlit.go.jp

（１）　手続において使用する言語及び通貨　日本語及び日本国通貨に限る。
６．その他

　なお、２．（１）１）イ）に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者
は、技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。
　但し、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」（平成１
０年１２月１０日付け建設省厚契発第５４号、建設省技調発第２３６号、建設省営建発第
６５号）の７の設計共同体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いにおける申請

　電子入札システムにより提出すること。但し、紙入札方式による場合は郵送
（書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。）、託送又は電子メール（電子
メールの場合は着信確認を行うこと。ただし、押印省略をしない場合は、電子
メールによる提出はできないものとする。）（以下、郵送、託送又は電子メー
ルを「郵送等」という。）により担当部局へ提出のこと。詳細は業務説明書に
よる。

　令和５年７月２０日（木）１５時００分

　２．（１）１）ア）b）に掲げる一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者
も５．（３）により参加表明書を提出することができるが、技術提案書を提出するために
は､技術提案書の提出の時において、当該資格の認定を受けていなければならない。

（６）　参加資格の認定

（２）　契約保証金　免除。
（３）　契約書作成の要否　　　　　　要。

（４）　関連業務を随意契約する予定の有無　無。
（５）　関連情報を入手するための照会窓口５．（１）に同じ。

　本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を電子契約システムで行う対象業務である。
なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるも
のとする。

提出期限：

交付方法：

（３）参加表明書の提出期限等
提出期限：
提出方法：

（２）説明書の交付期間等
交付期間： 　令和５年７月５日（水）から令和５年８月７日（月）までの土曜日、日曜日

及び祝日等（行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）第１条
第１項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。））を除く毎日、電
子入札システムの場合は電子入札システムの受付時間内（９時００分から１７
時００分まで）。ただし最終日は１５時００分まで。

　国土交通省関東地方整備局　千葉国道事務所　経理課契約係

２） 　資本関係又は人的関係
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（７）　その他　詳細は業務説明書（共通事項）及び（個別）による。
期限の特例については、技術提案書の提出期限の日とする。


